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規約部 

諸申請書及び報告書の提出期間（期限） 

審判、技術役員申請、報告書の提出期限及び申請方法は下記の通り。（詳細は資格規程を参照） 

申請はすべてマイページ内の該当箇所より申請。         

審判員申請には専門員登録が必要です。専門員未登録者で審判員登録申請希望者は4月 20 日までに

専門員登録完了し、番号入手後申請を行うこと。 

 

申請内容 提出期間（期限） 申請方法（マイページ内） 備考 

ISU・国際審判員技術役員    

新規申請・継続申請 

1 月 15 日～2月 15 日 ISU(国際)申請サイト   

(申請者) 

  

国内審判員継続申請 --------------------- 自動継続 専門員登録継続と共に自

動継続 

国内審判員昇格申請 4 月 1 日～30 日 国内審判員資格申請サイト

(申請者)             

※都道府県連盟は 5月 15 日

までに規約部長に申請 

  

 

国内審判員新規登録      

(登録番号保有者） 

 

4 月 1 日～30 日 

登録競技者種別登録競技

者種別（6,8 種：選手→3

種：専門委員）変更後、

申請 

国内審判員新規登録      

(専門委員未登録者） 

4 月 1 日～30 日 ４月 20 日までに専門員

登録を完了、登録番号を

入手後申請 

国際競技会参加アンケート（前半） 6 月 20 日～30 日 競技会参加アンケートサイト

(記入者) 

期間は変更する場合があ

る。毎年のアンケートを

参照のこと 
 

国際競技会参加アンケート（後半） 9 月 20 日～30 日 

国内競技会参加アンケート（前半） 6 月 20 日～30 日 

国内競技会参加アンケート（後半） 9 月 20 日～30 日 

競技大会表一～三のレフェリーレポ

ート（レフェリー、TC,TS,DRO) 

競技会終了後４週間以

内 

レポート記入サイト 

(記入者) 

  

※１ 上記専門員登録期限（４月２０日）は新年度新規審判員希望者のみに適用。 

※２ 上記国内審判員新規申請者の専門員登録料は新年度扱いとし、継続申請者と同時期に納付。 

※３ 上記国内審判員新規申請者（登録番号保有者）の登録競技者種別登録競技者種別（6,8 種：選手→3種：   

専門委員）変更期限は４月３０日。 


